
第４回 木曽川文化圏市町合併協議会 
 

と き 平成１５年７月９日（水） 
午後２時３０分から 

ところ  各務原市産業文化センター  
３階 特別会議室 

１． 開  会 
 
２． 会長あいさつ 
 
３． 議  題 

〈協議事項〉 
協議第１４号  特別職の身分の取扱いについて 
協議第１５号 議会議員の定数及び任期の取扱いについて 
協議第１６号 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 
協議第１７号 一般職の職員の身分の取扱いについて  
協議第１８号 地方税の取扱いについて   
 
 

４． そ の 他 
〈確認事項〉 

○協議会事務の進捗状況について 
○第５回以降の合併協議会開催日程等について 
 

５． 閉  会 



協 議 事 項 

第４回 木曽川文化圏市町合併協議会 



協議第１４号 

 

 

 

特別職の身分の取扱いについて（案） 

 

 

 

 

  

 

（１）川島町の常勤の特別職（三役及び教育長）及び執行機関の委員

（教育委員会の委員等）については、合併の前日をもって失職す

る。 

（２）付属機関等の委員については、法令等に定めのある場合は、その

規定を適用する。なお、該当規定のない場合は、両市町の長が別

に協議して定めるものとする。 

 

  

 

 



専
門

部
会

総
務
部

会

各
務
原
市

　
　

　
防

災
会

議
　

　
　

消
防

団
　

　
　

国
民

健
康

保
険

運
営

協
議

会
　

　
　

民
生

委
員

推
せ

ん
会

　
　

　
体

育
指

導
委

員
　

　
　

土
地

区
画

整
理

審
議

会

　
　

　
左

記
に

同
じ

項
　

　
　

　
目

【
他
の
法
令
で
必
置
ま
た
は

「
置

く
も

の
と

す
る

」
と

さ
れ

た
特

別
職

等
】

【
地

方
自

治
法

に
規

定
さ

れ
て

い
る

特
別

職
、

執
行

機
関

】

１
　

常
勤

の
特

別
職

　
　

　
市

長
、

助
役

、
収
入

役
、

教
育

長
２

　
執

行
機

関
の

委
員

　
　

　
教

育
委

員
会

　
　

　
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
農

業
委

員
会

　
　

　
固

定
資

産
評

価
審
査

委
員

会
　

　
　

監
査

委
員

　
　

　
公

平
委

員
会

【
地

方
自

治
法

に
規

定
さ

れ
て

い
る

特
別

職
、

執
行

機
関

】

　
１

　
常

勤
の

特
別

職
　

　
　

　
町

長
、

助
役

、
収

入
役

、
教

育
長

　
２

　
執

行
機

関
の

委
員

　
　

　
　

左
記

に
同

じ

【
他

の
法

令
で

必
置

ま
た

は
「

置
く

も
の

と
す

る
」

と
さ

れ
た

特
別

職
等

】

【
そ

の
他

の
委

員
会

の
委

員
な

ど
の

特
別

職
】

　
　

　
総

合
計

画
審

議
会
委

員
　

　
　

特
別

職
報

酬
等

審
議

会
委

員
　

　
　

都
市

計
画

審
議

会
委

員
　

　
　

適
正

就
学

指
導

委
員

会
委

員
　

　
　

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

運
営

委
員

会
委

員
　

　
　

木
曽

川
ア

カ
デ

ミ
ー

運
営

委
員

会
委

員
　

　
　

そ
の

他
上

記
以

外
の

委
員

協
議
細
目

調
整

方
針

協
議

項
目

調
整

の
方

針
（
１
）
川
島
町
の
常
勤
の

特
別
職
(
三
役
及
び
教
育
長
)
及
び
執
行
機
関
の
委
員
(
教
育
委
員
会
の

委
員

等
)
に

つ
い

て
は

、
合

併
の

前
日

を
も

っ
て

失
職

す
る

。
（
２
）
付
属
機
関
等
の
委

員
に
つ
い
て
は
、
法
令
等
に
定
め
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の
規
定
を
適
用

す
る

。
　
　
　
な
お
、
当
該
規
定

の
な
い
場
合
は
、
両
市
町
の
長
が
別
に
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る

。

１
．

常
勤

の
特
別

　
　

職
及

び
執
行

　
　

機
関

の
委
員

２
．

付
属

機
関

等
の

　
　

委
員

　
特
別
職
の
身
分
の
取
扱

い
　

特
別

職
の

身
分

の
取

扱
い

【
そ

の
他

の
委

員
会

の
委

員
な

ど
の

特
別

職
】

　
　

　
総

合
計

画
審

議
会
委

員
　

　
　

特
別

職
報

酬
等

審
議

会
委

員
　

　
　

都
市

計
画

審
議

会
委

員
　

　
　

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

運
営

委
員

会
委

員
　

　
　

ほ
ん

の
家

協
議

会
委

員
　

　
　

ふ
る

さ
と

史
料

館
運

営
委

員
会

委
員

　
　

　
そ

の
他

上
記

以
外
の

委
員

川
島

町
備

　
　

考

2
0
0
3
/
7
/
1
7
 
7
:
2
0

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



協議第１５号 

 

 

 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて（案） 

 

 

 

 

  

 

合併後、編入された区域の住民の意見を新市の行政に反映させるため、

合併特例法の「在任特例」及び「定数特例」を適用するものとする。 

 

  

 

 



専
門

部
会

－
　

議
会

議
員

の
定

数
及

び
任
期
の
取
扱
い

－

備
考

市
町

の
現

状
各
務
原
市

1
3
1
,
9
9
1
人

9
,
7
7
4
人

平
成

1
7
年
3
月
3
日

平
成
1
7
年
7
月

2
7
日

3
0
人

（
次

回
一
般
選
挙
よ
り
2
6
人
）

1
3
人

調
整

の
方

針

調
整

方
針

協
議

項
目

　
合

併
後

、
編

入
さ

れ
た

区
域
の
住
民
の
意
見
を
新
市
の
行
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
合
併
特

例
法

の
「

在
任

特
例

」
（

第
７

条
第

１
項

第
２

号
）

及
び

「
定

数
特

例
」

（
第

７
条

第
３

項
）

を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

編
入

す
る

市
町

村
［

各
務
原
市
］
の
残
任
期
間

編
入
す
る
市
町
村
［
各
務
原
市
］
の
残

任
期

間

市
町

村
の

議
会

の
議

員
の
定
数
は
、
条
例
で
定

め
る

。
（

地
方

自
治

法
第
9
1
条
第
1
項
）

（
地

方
自

治
法

第
9
1
条

に
規
定
さ
れ
る
法
定
定

数
－

編
入

す
る

市
町

村
議
員
数
）
以
内
の
数

※
地

方
自

治
法

の
法

定
定
数

　
人

口
1
0
万

人
以

上
2
0
万
人
未
満
の
市
　
3
4
人

協
議
細
目

川
島

町

編
入

す
る

市
町

村
［

各
務

原
市

］
の

残
任

期
間

新
市

の
議

員
と

し
て

在
任

す
る

。
編
入
さ
れ
る
市
町
村
［
川
島
町
］
の
議

員
が

失
職
す
る
。

選
挙

な
し

編
入
す
る
市
町
村
の
旧
定
数
［
各
務
原

市
］

×
（
編
入
さ
れ
る
市
町
村
人
口
［
川
島
町

］
÷

編
入
す
る
市
町
村
人
口
［
各
務
原
市
］
）

⇒
　
3
0
人
×
（
9
,
7
7
4
人
÷
1
3
1
,
9
9
1
人

）
≒

2
人 ※
編
入
す
る
市
町
村
の
旧
定
数
…
編

入
す

る
市

町
村
議
会
議
員
の
市
町
村
合
併
前
日

に
お

け
る

現
実
の
定
数

【
定
数

特
例

と
在

任
特

例
に

つ
い

て
】

編
入

さ
れ

る
市

町
村

［
川
島
町
］
の
議
員
が
失

職
す

る
。

区
分

合
併

関
係

市
町

村
議

員
の

身
分

１
．

合
併

特
例

法
第

７
条

に
よ

る
方

法
（

在
任

特
例

）
合

併
特

例
法

を
適

用
し
な
い
場
合

合
併
特
例
法
第
６
条
に
よ
る
方
法

（
定
数
特
例
）

議
員

条
例

定
数

１
．

３
．

２
．

議
員

任
期

平
成

１
２

年
国

勢
調

査
人

口

３
．

選
挙

す
べ

き
議

員
数

任
期

２
．

2
0
0
3
/
7
/
1
7
 
7
:
1
7

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門

部
会

－ －

【
編
入
合

併
に

お
け

る
定

数
特

例
・

在
任

特
例

の
パ

タ
ー
ン
に
つ
い
て
】

①
地
方

自
治

法
に

よ
る

原
則

の
適

用

②
合
併

特
例

法
に

よ
る

「
定

数
特

例
」

　
　

　
　
　
　
　
の
適
用
　
（
特
例
法
第
６
条
第
２
項
）

③
合
併

特
例

法
に

よ
る

「
定

数
特

例
」

＋
「

定
数
特
例
」
の
適
用
　
（
特
例
法
第
６
条
第
２
項
・
第
５
項
）
　

④
合
併

特
例

法
に

よ
る

「
在

任
特

例
」

　
　

　
　
　
　
　
の
適
用
　
（
特
例
法
第
７
条
第
１
項
第
２
号
）

☆
⑤

合
併

特
例

法
に

よ
る

「
在

任
特

例
」

＋
「
定
数
特
例
」
の
適
用
　
（
特
例
法
第
７
条
第
１
項
第
２
号
・
第
３
項

）
　

☆

現
行

市
町

人
口

現
員

協
議
細
目

調
整

方
針

協
議

項
目

　
議

会
議

員
の

定
数

及
び

任
期
の
取
扱
い

地
方
自
治
法
第
9
1
条
に
よ
る

一
般
選
挙

　
　
　
条
例
定
数
2
6
人

各
務
原
市

川
島
町

1
3
人

川
島
町

1
3
人

合
計

2
8
人

川
島
町

定
数
特
例
に
よ
る 3
2
人

在
任
特
例
に
よ
る

定
数
特
例

に
よ
る

各
務
原
市

3
0
人

2
人

3
0
人

2
人

4
3
人

合
計

各
務
原
市

各
務
原
市

3
0
人

合
計

川
島
町

2
6
人

1
3
1
,
9
9
1
人
 

9
,
7
7
4
人
 

各
務
原
市

川
島
町
　

地
方
自
治
法
第
9
1
条
に
よ
る

一
般
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
6
人

地
方
自
治
法
第
9
1
条
に
よ
る

一
般
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
6
人

定
数

特
例

に
よ
る 2
6
人

2
人

合
計

2
8
人

合
計

3
0
人

地
方
自
治
法
第
9
1
条
に
よ
る

一
般
選
挙

（
法
定
数
3
4
人
以
内
）

　
　
　
　
　
条
例
定
数
2
6
人

原
則

各
務
原
市

3
0
人

川
島
町

0
人

合 　 　 　 併

平 成 1 7 年 3 月

平 成 ２ １ 年 3 月

①
①

①
①

①

③

② ③

②

② ③
② ③

② ③

⑤④
④ ⑤

④ ⑤

④ ⑤

④ ⑤

2
0
0
3
/
7
/
1
7
 
1
0
:
1
7

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門

部
会

－ －

市
町

村
の

合
併

の
特

例
に

関
す
る
法
律
（
抄
）

協
議
細

目

調
整

方
針

協
議

項
目

　
議

会
議

員
の

定
数

及
び

任
期
の
取
扱
い

参
考

法
令

(
議

会
の

議
員

の
在

任
に

関
す
る
特
例
)

第
七

条
　

市
町

村
の

合
併
に
際
し
、
合
併
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
員
で
当
該
合
併
市
町
村
の

議
会

の
議

員
の

被
選

挙
権

を
有

す
る

こ
と

と
な

る
も

の
は

、
合

併
関

係
市

町
村

の
協

議
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
期
間
に
限
り
、
引
き
続
き
合
併
市
町
村
の
議
会

の
議

員
と

し
て

在
任

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

市
町

村
の

合
併

の
際
に
当
該
合
併
市
町
村
の
議
会
の
議
員
で
あ
る
者
の
数
が
地
方
自
治
法

第
九

十
一

条
の

規
定

に
よ

る
定

数
を

超
え

る
と

き
は

、
同

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当
該
数
を
も
つ
て
当
該
合
併
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
定
数
と
し
、
議

員
に

欠
員

が
生

じ
、

又
は

議
員

が
す

べ
て

な
く

な
つ

た
と

き
は

、
こ

れ
に

応
じ

て
、
そ
の
定
数
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
定
数
に
至
る
ま
で
減
少
す
る
も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

第
三

項
に

お
い

て
準

用
す

る
前

条
第

五
項

の
規

定
に

よ
り

編
入

合
併
特
例
定
数
を
も
つ
て
そ
の
議
会
の
議
員
の
定
数
と
す
る
場
合
に
お
い

て
議

員
が

す
べ

て
な

く
な

つ
た

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

一
　

新
た

に
設

置
さ

れ
た
合
併
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
の
合
併
後
二
年
を
超
え
な
い
範

囲
で

当
該

協
議

で
定

め
る

期
間

二
　

他
の

市
町

村
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
編
入
し
た
合
併
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
編

入
を

す
る

合
併

関
係

市
町

村
の

議
会

の
議

員
の

残
任

期
間

に
相

当
す

る
期

間
２

　
－

　
省

略
　

－
３

　
前

条
第

五
項

か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
市
町
村
の
合
併
に
際
し
、
そ
の
区
域
の
全
部

又
は

一
部

が
編

入
さ

れ
る

こ
と

と
な

る
合

併
関

係
市

町
村

の
議

会
の

議
員

で
当

該
合

併
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
が
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
引

き
続

き
合

併
市

町
村

の
議

会
の

議
員

と
し

て
在

任
す

る
こ

と
と
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　

－
　

省
略

　
－

(
議

会
の

議
員

の
定

数
に

関
す
る
特
例
)

第
六

条
　

－
　

省
略

　
－

２
　

他
の

市
町

村
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
編
入
し
た
合
併
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
地
方
自

治
法

第
九

十
一

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
合

併
関

係
市

町
村

の
協

議
に

よ
り

、
そ

の
編
入
を
す
る
合
併
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
残
任
期
間
に
相
当
す

る
期

間
に

限
り

、
そ

の
区

域
の

全
部

又
は

一
部

が
編

入
さ

れ
る

こ
と

と
な

る
合

併
関

係
市
町
村
ご
と
に
、
当
該
編
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
合
併
関
係
市
町
村
の

当
該

編
入

さ
れ

る
区

域
の

人
口

(
同

法
第

二
百

五
十

四
条

に
規

定
す

る
人

口
に

よ
る

も
の
と
す
る
。
第
十
条
第
二
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
を
当
該
編
入
を

す
る

合
併

関
係

市
町

村
の

人
口

で
除

し
て

得
た

数
を

当
該

編
入

を
す

る
合

併
関

係
市

町
村

の
議
会
の
議
員
の
定
数
(
以
上
「
旧
定
数
」
と
い
う
。
)
に
乗
じ
て
得
た

数
(
〇

・
五

人
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

そ
の

端
数

は
切

り
捨

て
、

〇
・

五
人

以
上

一
人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
は
一
人
と
す
る
。
た
だ
し
、

そ
の

区
域

の
全

部
が

編
入

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

合
併

関
係

市
町

村
に

お
い

て
そ

の
数

が
〇
・
五
人
未
満
の
と
き
も
一
人
と
す
る
。
)
の
合
計
数
を
旧
定
数
に

加
え

た
数

(
以

下
「

編
入

合
併

特
例

定
数

」
と

い
う

。
)
を

も
つ

て
そ

の
議

会
の

議
員

の
定

数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
議
員
が
す
べ
て
な
く
な
つ
た
と
き

は
、

第
五

項
の

規
定

に
よ

り
編

入
合

併
特

例
定

数
を

も
つ

て
そ

の
議

会
の

議
員

の
定

数
と
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
定
数
は
、
同
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
定

数
に

復
帰

す
る

も
の

と
す

る
。

３
～

４
　

－
　

省
略

　
－

５
　

他
の

市
町

村
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
編
入
し
た
合
併
市
町
村
が
、
第
二
項
の
規
定
に

よ
り

編
入

合
併

特
例

定
数

を
も

つ
て

そ
の

議
会

の
議

員
の

定
数

と
す

る
場

合
に

お
い

て
は
、
地
方
自
治
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
合
併
関
係
市

町
村

の
協

議
に

よ
り

、
市

町
村

の
合

併
後

最
初

に
行

わ
れ

る
一

般
選

挙
に

よ
り

選
出

さ
れ
る
議
会
の
議
員
の
任
期
に
相
当
す
る
期
間
に
つ
い
て
も
、
編
入
合
併

特
例

定
数

を
も

つ
て

そ
の

議
会

の
議

員
の

定
数

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

そ
の
任
期
の
満
了
す
べ
き
日
前
に
議
員
が
す
べ
て
な
く
な
つ
た
と
き
は
、

そ
の

定
数

は
、

同
条

の
規

定
に

よ
る

定
数

に
復

帰
す

る
も

の
と

す
る

。
６

～
８

　
－

　
省

略
　
－

定
数

特
例

在
任

特
例

2
0
0
3
/
7
/
1
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協議第１６号 

 

 

 

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて（案） 

 

 

 

 

  

 

川島町農業委員会は各務原市農業委員会に統合する。合併特例法の規

定を適用し、川島町の農業委員のうち、選挙で選出された１２人は各務

原市の農業委員の在任期間だけ在任する。 

 

  

 

 



専
門

部
会

産
業
部

会
　

農
業

委
員

会
の

委
員

の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

　
農

業
委

員
会

の
委

員
の

定
数

及
び

任
期

の
取

扱
い

１
．
農
業

委
員

の
現

状
１

．
定

数
１

．
定

数

計
計

１
．

定
数

１
．
定
数

以
内

以
内

以
内

以
内

計
計

選
挙

に
て

選
出

さ
れ

た
委

員
の

定
数

 　
３

０
人

　

【
合
併
時
】
新

市

議
会

の
選

任
定

数
　

  
  
  
  
５

人
以

内
　

選
挙

に
て

選
出

さ
れ

た
委

員
の

定
数

　
  
　

　
　

　
　

４
０

人
　

農
業

共
済

組
合

推
薦

各
務

原
市

の
任

期
が

終
了

し
た

３
年

後

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
考

特
例
（
合

併
特
例

法
）

４
０
を
超
え
な
い
数

編
入

を
す

る
合
併
関
係
市

町
村

の
農

業
委
員
会
の
委

員
の

残
任

期
間

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
１
項
、
市
町
村
の
合
併
の
特

例
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
１
項
第
２
号

右
記
の
定
数
を
超
え
る
と
き

は
、
合
併
関
係
町
村
の
選
挙
に

よ
る
委
員
で
互
選
す
る
。

３
年

【
平
成
１
９
年
４
月
２
７
日
～
】

1
4
人

3
9
人

2
8
人

2
6
人

議
会
の
選
任

農
業
協
同
組
合
推
薦

農
業
共
済
組
合
推
薦

3
2
人 1
人

選
挙

に
て

選
出

さ
れ

た
委
員

農
業

協
同

組
合

推
薦

２
．

任
期

　
平

成
１

４
年

７
月

２
０

日
か

ら
　

平
成

１
７

年
７

月
１

９
日

ま
で

川
島

町
各
務
原
市

議
会

の
選

任

2
0
人 1
人

1
人

4
人

☆
次
期
任
期

　
平
成
１
６
年
４
月
２
７
日
か

ら
　
平
成
１
９
年
４
月
２
６
日
ま

で

調
整

方
針

協
議

項
目

項
　

　
　

目

根
拠

法
令

２
．

任
期

　
平

成
１

３
年

４
月

２
７
日
か
ら

　
平

成
１

６
年

４
月

２
６
日
ま
で

1
2
人 0
人

1
人

1
人

選
挙

に
て

選
出

さ
れ

た
委

員

２
．
新
市

の
農

業
委

員
会

　
の
選
挙

に
よ

る
委

員
の

　
定
数
及

び
任

期

協
議
細

目

2
0
人

調
整

の
方

針
川

島
町

農
業

委
員

会
は

各
務
原
市
農
業
委
員
会
に
統
合
す
る
。
合
併
特
例
法
の
規
定
を
適
用
し

、
川

島
町

の
農

業
委

員
の

う
ち

、
選

挙
で

選
出

さ
れ

た
１

２
人

は
各

務
原

市
の

農
業

委
員

の
残

任
期
間
だ
け
在
任
す
る
。
た
だ
し
、
川
島
町
の
農
業
委
員
の
う
ち
、
農

業
協

同
組

合
の

推
薦

及
び

議
会

の
選

任
に

よ
る

農
業

委
員

は
、

特
例

が
な

い
た

め
失

職
す

る
。

選
挙

に
て

選
出

さ
れ

た
委
員

農
業

共
済

組
合

推
薦

議
会

の
選

任

農
業

共
済

組
合

推
薦

農
業

協
同

組
合

推
薦

原
則

1
人

2
人

5
人

２
．

任
期

　
合

併
時

か
ら

　
平

成
１

９
年

４
月

２
６
日
ま
で

区
  

  
 分

選
任

方
法

等
定

数

新
市
に
１
つ
の
委
員

会
を
置
く
場
合

２
．
任
期

　
平
成
１
９
年
４
月
２
７
日

か
ら

　
平
成
２
２
年
４
月
２
６
日

ま
で

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
３
条
第
１
項
、
第
７
条
第
１
項
及
び

第
１
５
条
第
１
項

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
２
条
の
２

任
期

新
た
に
選
挙
す
る

（
2
0
人

+
1
2
人

）

農
業

協
同

組
合

推
薦

議
会

の
選

任
2
人

4
人

１
０
人
か
ら
３
０
人

ま
で選

挙
に
て
選
出
さ
れ
た
委
員

（
参
考
）
　
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律

第
１
２
条
　
市
町
村
長
は
、
選
挙
に
よ
る
委
員
の
ほ
か
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
委
員
と
し
て
選
任
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

１
　
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業

共
済
組
合
が
組
合
ご
と
に
推
薦
し
た
理
事
（
経
営
管
理
委

員
を
置
く
農
業
協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
、
理
事
又
は
経
営

管
理
委
員
）
各
一
人

２
　
当
該
市
町
村
の
議
会
が
推
薦
し
た
農
業
委
員
会
の
所

掌
に
属
す
る
事
項
に
つ
き
学
識
経
験
を
有
す
る
者
五
人
以

内

2
0
0
3
/
7
/
1
7
 
7
:
1
9

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門

部
会

産
業
部
会

　
農

業
委

員
会

の
委

員
の

定
数

及
び

任
期

の
取

扱
い

（
農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期

等
に

関
す

る
特

例
）

４
　
－
　
省
略
　
－

一
　
新
た
に
設
置
さ
れ
た

合
併

市
町

村
に

あ
っ

て
は

、
市

町
村

の
合

併
後

１
年

を
超

え
な

い
範

囲
で

当
該

協
議
で
定
め
る
期
間

二
　
他
の
市
町
村
の
区
域

の
全

部
又

は
一

部
を

編
入

し
た

合
併

市
町

村
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
編

入
を

す
る

合
併
関
係
市
町
村
の
農
業
委
員
会
の
委
員
の
残
任
期
間

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は

、
農

業
委

員
会

等
に

関
す

る
法

律
第

７
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

数
を

も
っ
て
当
該
合
併
市
町
村
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ

る
委
員
の
定
数
と
し
、
選
挙
に

　
よ
る
委
員
に
欠
員
を
生
じ

、
又

は
こ

れ
ら

の
委

員
が

す
べ

て
な

く
な

っ
た

と
き

は
、

こ
れ

に
応

じ
て

、
そ

の
定
数
は
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
定
数
に
至
る
ま
で
減

少
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
農
業
委
員
会
等
に
関
す

る
法

律
第

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
合

併
市

町
村

の
区

域
を

２
以

上
に

分
け

て
そ
の
各
区
域
に
農
業
委
員
会
を
置
く
場
合
又
は
同
法
第

３
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

　
地
方
自
治
法
第
２
５
２
条

の
１

９
第

１
項

の
指

定
都

市
（

以
下

「
指

定
都

市
」

と
い

う
。

）
で

あ
る

合
併

市
町
村
の
区
ご
と
に
農
業
委
員
会
を
置
く
場
合
に
お
い
て

は
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る

　
法
律
第
３
４
条
の
規
定
の

適
用

が
あ

る
場

合
を

除
い

て
、

第
２

項
の

規
定

を
当

該
各

農
業

委
員

会
ご

と
に

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
市
町
村
の
区

域
の
全
部
又
は
一
部
を
編
入
し

　
た
合
併
市
町
村
の
区
域
の

一
部

を
区

域
と

し
て

新
た

に
置

か
れ

る
農

業
委

員
会

に
関

し
て

は
、

当
該

合
併

市
町
村
は
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た
合
併
市
町
村
と
み
な
す

。

項
　
　
　
目

３
．
農
業
委
員
会
の
委

員
の
定
数
及
び
任
期
に
関

す
る
法
令

市
町

村
の

合
併

の
特

例
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

第
８
条
　
市
町
村
の
合
併
の
際

合
併

関
係

市
町

村
の

農
業

委
員

会
の

選
挙

に
よ

る
委

員
で

当
該

合
併

市
町

村
の

農
業
委
員
会
の
委
員
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
こ
と
と
な

る
も
の
は
、
合
併
関
係
市
町
村

の
協
議
に
よ
り
、
新
た
に
設

置
さ

れ
た

合
併

市
町

村
に

あ
っ

て
は

８
０

を
超

え
ず

１
０

を
下

ら
な

い
範

囲
で

定
め
た
数
、
他
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
編

入
し
た
合
併
市
町
村
に
あ
っ
て

は
４
０
を
超
え
な
い
範
囲
で

定
め

た
数

の
者

に
限

り
、

次
に

掲
げ

る
期

間
引

き
続

き
合

併
市

町
村

の
農

業
委

員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市

町
村
の
合
併
の
際
に
合
併
関

係
市

町
村

の
農

業
委

員
会

の
選

挙
に

よ
る

委
員

で
当

該
合

併
市

町
村

の
農

業
委

員
会
の
委
員
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
の

数
が
そ
の
定
め
ら
れ
た
数
を
超

え
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者

の
互

選
に

よ
り

、
合

併
市

町
村

の
農

業
委

員
会

の
選

挙
に

よ
る

委
員

と
し

て
在

任
す
る
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

協
議
細
目

調
整
方
針

協
議
項
目

　
農

業
委

員
会

の
委

員
の

定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

４
．
先
　
進
　
事
　

例
農
業
委
員

会
の

委
員

の
定

数
及

び
任

期
の

取
扱

い
合
併
の
方
式

合
併

関
係
市
町
村

新
市

町
村

名

佐
伯

町
及

び
吉

和
村

の
農

業
委

員
会

は
、

廿
日

市
市

の
農

業
委

員
会

に
統

合
す

る
も

の
と

す
る

。
佐

伯
町

及
び

吉
和

村
の

農
業

委
員

会
の

委
員

の
う

ち
、

選
挙

に
よ

る
委

員
は

市
町

村
の

合
併

の
特

例
に

関
す

る
法

律
、

第
８

条
第

１
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
、

廿
日

市
市

の
農

業
委

員
会

の
委

員
の

残
任

期
間

に
限

り
、

引
き

続
き

在
任

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
編

入
さ

れ
る

市
町

村
の

選
任

に
よ

る
委

員
は

、
在

任
特

例
が

適
用

さ
れ

ず
失

職
す

る
こ

と
と

な
る

。

廿
日

市
市

新
居

浜
市

佐
伯

町
吉

和
村

編
入

別
子
山
村
の
農
業
委
員
会
は
、
新
居
浜
市
の
農
業
委
員
会
に
統
合
す
る
も
の
と
す
る
。

別
子
山
村
の
農
業
委
員
で
選
挙
に
よ
る
委
員
で
あ
る
者
の
う
ち
２
名
は
、
合
併
特
例
法
第
８
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
を

適
用
し
、
新
居
浜
市
の
農
業
委
員
会
の
委
員
の
残
任
期
間
に
限
り
、
新
居
浜
市
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
と
し

て
引
き
続
き
在
任
す
る
も
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
２
名
の
選
出
に
つ
い
て
は
、
別
子
山
村
の
農
業
委
員
で
選
挙

に
よ
る
委
員
で
あ
る
者
の
互
選
に
よ
り
、
新
居
浜
市
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
と
し
て
在
任
す
る
者
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

編
入

別
子

山
村

2
0
0
3
/
7
/
1
7
 
1
0
:
2
5

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



協議第１７号 

 

 

 

一般職の職員の身分の取扱いについて（案） 

 

 

 

 

  

 

川島町の定数内の職員は、すべて各務原市の職員として引き継ぐもの

とする。 

 

  

 

 



専
門

部
会

総
務
部
会

(
　
)
は
兼
務
で
外
書
き
、
＊
は
、
兼
務
者
含
む

＜
平
成
1
5
年
4
月
1
日
現
在
＞

消
防
機
関
の
職
員

水
道
事
業
の
職
員

1
,
1
4
0
 

6
4
9
 

5
8
 

1
7
8
 8
 

6
 

合
計

選
挙
管
理
委

員
会

の
事
務
部
局

職
員

5
 

1
5
9
 

6
0
 

(
3
)

6
 

4
 

2
 

4
9
 

*
 
2
 

*
 
2
 

3
 

1
5
8
 

5
7
 

1
7
4
 2
 

0
 

*
 
2
 0
 

0
 

(
4
)

(
2
)

(
2
)

協
議
細

目

調
整
方
針

協
議
項
目

1
.
職
員
定
数
及
び
実
職
員
数

　
一

般
職

の
職

員
の

身
分

の
取
扱
い

条
例
定
数

実
職
員
数

調
整
の
方
針

　
一

般
職

の
職

員
の

身
分

の
取

扱
い

　
川

島
町

の
定

数
内

の
職

員
は
、
す
べ
て
各
務
原
市
の
職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

　
な

お
、

職
員

の
任

免
、

給
与
そ
の
他
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
各
務
原
市
の
職
員
と
不

均
衡

が
生

じ
な

い
よ

う
公

正
に

取
扱

う
も

の
と

し
、

そ
の

細
目

は
、

両
市

町
の

長
が
別
に
協
議
し
て
定
め
る
。

項
目

7
5
 

*
 
2
 

1
0
 

1
0
 

6
3
0
 

部 局 名

市
(
町
)
長
の

事
務

部
局
職
員

議
会
の
事
務

部
局

職
員

(
2
)

(
2
)

7
3
 

(
1
)

1
 

7
6
 0
 

0
 

0
 

(
2
)

0
 

*
 
2
 0
 

(
3
)

2
 

【
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
】

（
職
員
の
身
分
取
扱
い
）

第
９
条
　
合
併
関
係
市
町
村
は
、
そ
の
協
議
に
よ
り
、
市
町
村
の
合
併
の

際
現
に
そ
の
職
に
在
る
合
併
関
係
市
町
村
の
一
般
職
の
職
員
が
引
き
続
き

合
併
市
町
村
の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
す
る
よ
う
に
措
置
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
合
併
市
町
村
は
、
職
員
の
任
免
、
給
与
そ
の
他
の
身
分
取
扱
い
に
関

し
て
は
、
職
員
の
す
べ
て
に
通
じ
て
公
正
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

【
地
方
公
務
員
法
（
抄
）
】

（
一
般
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
及
び
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
）

第
３
条
　
地
方
公
務
員
の
職
は
、
一
般
職
と
特
別
職
と
に
分
け
る
。

２
　
一
般
職
は
、
特
別
職
に
属
す
る
職
以
外
の
一
切
の
職
と
す
る
。

３
　
特
別
職
は
、
左
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。

一
　
就
任
に
つ
い
て
公
選
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
選
挙
、
議
決
若

し
く
は
同
意
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
職

一
の
二
　
地
方
開
発
事
業
団
の
理
事
長
、
理
事
及
び
監
事
の
職

一
の
三
　
地
方
公
営
企
業
の
管
理
者
及
び
企
業
団
の
企
業
長
の
職

二
　
法
令
又
は
条
例
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体

の
機
関
の
定
め
る
規
程
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
委
員
及
び
委
員
会
(
審
議
会
そ

の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
)
の
構
成
員
の
職
で
臨
時
又
は
非
常
勤

の
も
の

三
　
臨
時
又
は
非
常
勤
の
顧
問
、
参
与
、
調
査
員
、
嘱
託
員
及
び
こ
れ
ら

の
者
に
準
ず
る
者
の
職

四
　
地
方
公
共
団
体
の
長
、
議
会
の
議
長
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
機
関

の
長
の
秘
書
の
職
で
条
例
で
指
定
す
る
も
の

五
　
非
常
勤
の
消
防
団
員
及
び
水
防
団
員
の
職

備
考

川
島
町

各
務

原
市

*
 
5
 

1
,
0
8
8
 

(
5
)

条
例
定
数

7
8
 

(
2
)

実
職
員
数

教
育
委
員
会
の
所

管
に
属
す
る
学
校

そ
の
他
の
教
育
機

関
の
職
員

農
業
委
員
会
の
事

務
部
局
の
職
員

監
査
委
員
の
事
務

部
局
の
職
員

公
平
委
員
会
の
事

務
部
局
職
員

固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
の
事
務
部

局
職
員

教
育
委
員
会
の
事

務
部
局
職
員

2
0
0
3
/
7
/
1
7
 
7
:
2
0

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



協議第１８号 

 

 

 

地方税の取扱いについて（案） 

 

  

 

地方税については、原則として各務原市の制度に統一するものとする。

 

各税目の取扱いについては以下のとおりとする。 

１．個人市民税の均等割については、各務原市の例による。 

２．法人市民税（法人税割）については、以下の２案を提案する。 

①合併特例法第１０条の規定を適用し、合併する日が属する年度及

びこれに続く５カ年度は、不均一課税を実施する。 

②不均一課税を実施しない（合併時に各務原市の税率に統一する）。

３．固定資産税については、各務原市の例による。 

４．軽自動車税については、各務原市の例による。 

５．たばこ税については、各務原市の例による。 

６．入湯税については、各務原市の例による。 

７．都市計画税については、各務原市の例による。ただし、合併特例法

第１０条の規定を適用し、合併する日が属する年度及びこれに続く

５カ年度は、不均一課税を実施する。 

 

  

 

 



専
門

部
会

税
務
部

会
地

方
税

の
取

扱
い

税
　

　
　

目

１
．

個
人

市
町

民
税

１
．

税
率

１
．
税
率

　
　

均
等

割
　

　
２

，
５
０
０
円

　
　
均
等
割
　
　
２
，
０
０
０

円
（
地
方
税
法
第
3
1
0
条
第

1
項

第
2
号

　
人

口
5
万

以
上

5
0
万

未
満

）
（

地
方

税
法

第
3
1
0
条

第
1
項

第
3
号
）

　
　

所
得

割
　

　
標

準
税
率

　
　
所
得
割
　
　
標
準
税
率

２
．

納
期

２
．
納
期

　
　

第
１

期
　

　
　

　
６
月
１
日
～
　
６
月
３
０
日

　
　
第
１
期
　
　
　
　
６
月
１

日
～

　
６

月
３

０
日

　
　

第
２

期
　

　
　

　
８
月
１
日
～
　
８
月
３
１
日

　
　
第
２
期
　
　
　
　
８
月
１

日
～

　
８

月
３

１
日

　
　

第
３

期
　

　
　

１
０
月
１
日
～
１
０
月
３
１
日

　
　
第
３
期
　
　
　
１
０
月
１

日
～

１
０

月
３

１
日

　
　

第
４

期
　

　
　

　
１
月
１
日
～
　
１
月
３
１
日

　
　
第
４
期
　
　
　
　
１
月
１

日
～

　
１

月
３

１
日

２
．

法
人

市
町

民
税

１
．

税
率

１
．
税
率

　
　

均
等

割
　

　
標

準
税
率
適
用

　
　
均
等
割
　
　
標
準
税
率
適

用

　
　

法
人

税
割

　
１

０
０
分
の
１
４
．
７
（
制
限
税
率
）

　
　
法
人
税
割
　
１
０
０
分

の
１

２
．

３
（

標
準

税
率

）

３
．

固
定

資
産

税
１

．
税

率
１
．
税
率

　
　

１
０

０
分

の
１

．
４
　
（
標
準
税
率
）

　
　
１
０
０
分
の
１
．
４
　

（
標

準
税

率
）

２
．

納
期

２
．
納
期

　
　

第
１

期
　

　
　

　
４
月
１
日
～
　
４
月
３
０
日

　
　
第
１
期
　
　
　
　
５
月
１

日
～

　
５

月
３

１
日

　
　

第
２

期
　

　
　

　
７
月
１
日
～
　
７
月
３
１
日

　
　
第
２
期
　
　
　
　
７
月
１

日
～

　
７

月
３

１
日

　
　

第
３

期
　

　
　

１
２
月
１
日
～
１
２
月
２
５
日

　
　
第
３
期
　
　
　
　
９
月
１

日
～

　
９

月
３

０
日

　
第

４
期

　
　

　
　

２
月
１
日
～
　
２
月
　
末
日

　
第
４
期
　
　
　
１
１
月
１

日
～

１
１

月
３

０
日

調
整

の
方

針

　
固

定
資

産
税

の
納

期
に

つ
い

て
は

、
各

務
原

市
の

例
に

よ
る

。
　

た
だ

し
、

平
成

１
６

年
度

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

旧
市

町
の

例
に

よ
る

。

　
地

方
税

に
つ

い
て

は
、

原
則
と
し
て
各
務
原
市
の
制
度
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

都
市

計
画

税
に

つ
い

て
は

、
合

併
特

例
法

第
１

０
条

の
規

定
を

適
用

し
、

合
併

す
る

日
が

属
す

る
年
度
及
び
こ
れ
に
続
く
５
カ
年
度
は
、
不
均
一
課
税
を
実
施
す
る
。

　
ま

た
、

法
人

市
民

税
（

法
人
税
割
）
に
つ
い
て
は
、
①
不
均
一
課
税
を
実
施
す
る

　
②
不
均
一

課
税

を
実

施
し

な
い
　

の
２

案
を

提
案

す
る

。

以
下

の
２

案
を

提
案

す
る

①
合

併
特

例
法

第
１

０
条

の
規

定
に

よ
り

、
合

併
す

る
日

が
属

す
る

年
度

及
び

こ
れ

に
続

く
５

カ
年

度
は

不
均

一
課

税
を

実
施

す
る
。

②
不

均
一

課
税

を
実

施
し

な
い

。
（

合
併

時
に

各
務

原
市

の
税

率
に

統
一

す
る

。
た

だ
し

、
平

成
１

６
年

度
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
旧

市
町

の
例

に
よ

る
。

）

川
島

町
各

務
原

市
調

整
方

針

　
個

人
市

民
税

の
均

等
割

に
つ

い
て

は
、

各
務

原
市

の
例

に
よ

る
。

（
均

等
割

額
２

，
５

０
０

円
）

　
た

だ
し

、
平

成
１

６
年

度
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
旧

市
町

の
例

に
よ

る
。

　
　
●
制
限
税
率
の
適
用
　
昭
和
5
3
年
度
～

　
　
　
　
　
　
　
　
税
率
　
1
0
0
分
の
1
4
.
5
（
当
時
）

　
　
●
現
行
税
率
の
1
0
0
分
の
1
4
.
7
は
、
税
制
改
正
に
よ
り

　
　
　
昭
和
5
6
年
度
か
ら
適
用

協
議
細
目

調
整

方
針

協
議

項
目

個
人

市
町

民
税

・
法

人
市

町
民

税
・

固
定

資
産

税

2
0
0
3
/
7
/
1
7
 
7
:
1
9

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門

部
会

税
務
部

会
地

方
税

の
取

扱
い

税
　

　
　

目

４
．

軽
自

動
車

税
１

．
税

率
１
．
税
率

　
　

標
準

税
率

　
　
標
準
税
率

２
．

納
期

２
．
納
期

　
　

　
　

　
　

　
　

５
月
１
１
日
～
　
５
月
３
１
日

　
　
　
　
　
　
　
　
５
月
１
１

日
～

　
５

月
３

１
日

５
．

市
町

た
ば

こ
税

１
．

税
率

１
．
税
率

　
　

標
準

税
率

　
　
標
準
税
率

　
　

　
売

り
渡

し
等

に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数

　
　
　
売
り
渡
し
等
に
係
る
製

造
た

ば
こ

の
本

数
　

　
　

　
1
,
0
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。
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併
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議
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【資料１】 

 

 

第５回以降の合併協議会開催日程等について 

 

 

●合併協議会の開催日程 

回 月日（曜日） 時 間 会 場 

第５回 ８月８日（金） 13:00 ～15:30 各務原市産業文化センター３階特別会議室 

第６回 ９月５日（金） ＰＭ(時間未定) 川島町公民館集会室 

第７回 １０月７日（火） ＰＭ(時間未定) 各務原市産業文化センター３階特別会議室 

※平成 15年 7月 9日現在の予定です。変更する場合もあります 
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